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小松市建設工事総合評価方式実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は，別に定める「小松市条件付き一般競争入札実施要領」に基づく入札のうち，地方自治

法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）に基づき，本市が発注する建設工事において，

価格及びその他の条件が最も有利なものをもって申込みをしたものを落札者とする方式（以下「総合評

価方式」という。）に関する必要な事項を定めるものとする。 

 

（対象工事） 

第２条 総合評価方式を適用することが出来る建設工事は，その予定価格（消費税及び地方消費税を含む。

以下「予定価格」という。）が，5,000万円以上の全ての工事及び1,500万円以上5,000万円未満の建設

工事で別表3「別に定める工事」に該当するものを対象とし，次の各号のいずれかに該当する場合とす

る。 

（１） 入札者が提示する簡易な施工計画（以下「技術提案等」という。）及び入札者の工事成績，地域貢

献，技術者の実績（以下「工事成績等」という。）と入札価格を総合的に評価することが妥当と認

められるもの。 

（２） 入札者の工事成績等と入札価格を総合的に評価することが妥当と認められるもの。 

（３） その他，市長が必要と認めるもの。 

２ 総合評価方式の形式は次のとおりとする。 

（１） 施工提案型 前項第１号に該当する場合  

（２） 施工実績型 前項第２号に該当する場合 

 

（落札者決定基準） 

第３条 建設工事の総合評価方式の適用を決定する場合は，評価の方法，評価基準，落札者の決定方法

（以下「落札者決定基準」という。）を定めなければならない。 

２ 総合評価の方法は，以下に示した方法により，入札参加者の技術力として基礎点の100点に入札参加

者から提出された技術提案等の内容や工事成績等から算定した評価点の合計（以下「加算点」という。）

を加えたもの（以下「技術評価点」という。）を，予定価格の制限の範囲内で入札した価格で除す次式で

得られた数値を評価値とする，除算方式によるものとする。 

技術評価点＝基礎点（100点）＋加算点 

評価値＝技術評価点／入札価格 

３ 加算点の配点及び算定基準は，別表１「総合評価方式における評価値算定基準」によるものとする。 

 

（学識経験者の意見聴取） 

第４条 市長は，地方自治法施行令の規定により，総合評価方式の実施における落札者決定基準を定めると

きには，２名以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。 

令和８年度 改正なし 
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２ 市長は，前項の規定による意見の聴取において，併せて，当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定

しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし，改めて意見を

聴く必要があるとの意見が述べられたときは，当該落札者を決定しようとするときに，あらかじめ学識

経験者の意見を聴かなければならない。 

 

（総合評価方式の実施） 

第５条 総合評価方式による発注案件については，小松市契約審査委員会（以下「審査委員会」という。）

の審議を経て決定するものとする。 

２ 市長は，総合評価方式による発注を行おうとする場合は，技術力の審査及び評価に必要な資料（以下

「技術資料」という。）について提出を要請するものとする。 

３ 前項の要請においては，提出を求める技術資料の内容及び提出期限等の他，以下の各号に関する事項を

明示するものとする。 

（１） 当該工事が総合評価方式の対象工事であること。 

（２） 総合評価の方法及び落札者の決定基準 

（３） 技術資料に記載された内容についての履行の確保に関すること。 

（４） その他必要と認める事項 

 

（技術資料の提出） 

第６条 入札に参加しようとする者は，価格以外の評価を行うに必要な価格以外の評価点申請書及び技術提

案等の資料を入札参加申請書と同時に提出するものとする。 

２ 入札参加申請期限までに技術資料の提出がない場合，または技術提案書等の内容が不適当な場合は，入

札者の入札は無効とする。 

３ 技術資料の作成において，第１項で提出された以外の資料等は，落札者決定の際に落札候補者のみ提出

を要請するものとする。 

４ 技術資料の作成及び提出に要する費用は，入札参加者の負担とする。 

 

（落札者決定の方法） 

第７条 総合評価方式で定める落札者決定の方法は次の各項の規定による。 

２ 入札者のうち次の各号の要件をいずれも満たす者を対象に総合評価を行う。 

（１） 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。 

（２） 入札者が提出した技術資料が，入札公告等で明示する技術資料の要求要件のうち， 

必須とされた項目の最低要求要件をすべて満たしていること。 

（３） 小松市低入札価格調査実施要領の定めにおいて失格とならない者であること。 

（４） 評価値が基礎点(100点)を予定価格で除した数値（以下「基準評価値」）を下回っていないこと。 

 

３ 第３条第２項の規定により算出した評価値が最も高い入札者を落札候補者とする。 
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４ 落札候補者に対し，必要な調書及び資料の提出を求め，工事成績等の技術資料の記載内容が事実と相違

ないことを確認する。 

５ 前項の確認において評価値が過大となる相違があった場合は，評価値を減点修正し落札候補者が変わる

場合，次順位者について確認するものとする。ただし，相違の内容が悪質である場合は無効（失格）と

する。なお，過少申告が判明しても評価値は修正しない。 

６ 評価値の最も高い者が２名以上あるときは，電子くじで落札者を決定するものとする。 

 

 

（総合評価落札結果の公表と苦情申立て） 

第８条 総合評価方式により落札者を決定したときは，速やかに次の事項を公表する。 

（１） 入札参加者名 

（２） 各入札参加者の入札金額 

（３） 各入札参加者の技術評価点 

（４） 各入札参加者の評価値 

２ 非落札者となった者は，前項により公表された日から起算して７日（休日を含まない。）以内に，市長

に対して書面により理由を求めることができるものとする。 

３ 前項の規定により理由が求められた場合は，理由を求めることができる最終の翌日から起算して7日

（休日を含まない。）以内に書面により回答するものとする。 

 

（技術資料の担保） 

第９条 落札者になったものが，契約後，その者の責により，提出された技術資料の内容が満足できない場

合は，以下の措置を講ずる。 

（１） 技術資料の内容と施工等の内容に著しい差異があるときは，市の工事請負契約約款第４３条の規定

による契約解除を行うことができるものとする。 

（２） 小松市建設工事成績評定要領に規定する工事成績評定においてマイナス評価を行うものとする。 

２ 技術資料のうち技術提案等に係る内容については，設計変更等は原則行わないものとする。また，自然

災害等の不可抗力の場合を除き，技術提案等の内容によることが困難で工事費が増額する場合にあって

も，設計変更等は原則行わないものとする。 

３ 技術提案等に関する履行状況の確認は，別途「技術提案等実施ガイドライン」により行うものとする。 

 

（技術資料の機密の保持） 

第10条 提出された技術資料については，公にすることにより，入札参加者等の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがあり，公開しないものとする。 

 

 

（その他） 
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第11条 この要領に定めのないもの及びこれによりがたいものについては，必要に応じ別に定めるものと

する。 

２ 本要領に基づく手続きを別表２「総合評価方式の実施フロー」に示す。 

 

附 則 

この要領は，平成２１年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２２年５月６日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２３年９月２６日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２５年７月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成２９年５月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，平成３１年４月９日から施行する。 

附 則 

この要領は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は，令和６年４月１日から施行する。 
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別表１ 

総合評価方式における評価値算定基準 

１ 評価値の算定方法 

総合評価方式における評価値は，入札参加者のうち，入札書が無効でない者及び入札価格が予定価格の

制限の範囲内の者について，次の算式により算定する。 

ただし，小松市低入札価格調査実施要領の定めにより失格となった者を除く。 

評価値＝技術評価点／入札価格 （除算方式） 

評価基準Ａ，Ｂの適用範囲 
・評価基準Ａ 

市内業者対象（準市内含む）の土木一式工事，建築一式工事，設備工事及び全舗装工事に採用 
・評価基準Ｂ 

上記以外の工事に採用 

２ 技術評価点の算定方法 

    技術評価点＝基礎点（100点）＋加算点 

     ※ 競争参加者の技術力として基礎点の100点に加算点を加えたものとする。 

  ・加算点 評価項目毎の得点の合計を加算点とする。 

３ 加算点の配点 

・評価項目 当該工事の目的、内容により必要となる技術的要件に応じて定める。 

  ・得点配分 各評価項目に対する得点配分は、その必要度、重要度に応じて定める。 

（１） 施工提案型を適用する工事 

加算点の配点 評価基準Ａ：28点 評価基準Ｂ：20点 

（２） 施工実績型を適用する工事 

加算点の配点 評価基準Ａ：18点 評価基準Ｂ：10点 

４ 加算点の算定 

加算点においては，施工提案型の場合は次の（１）～（４）に該当する項目について配点するものとし、施工

実績型は次の（２）～（４）に該当する項目について配点するものとする。 

（１） 技術提案 

 

技術提案は，次の事項から工事ごとに２項目を選択し，その選択項目に関する具体的な課題を設定し，

それに対する簡易な施工計画を求め，その内容を評価する。 

① 施工体制に係る提案 

② 工程管理に係る提案 

③ 本体構造物の品質管理方法に係る提案 

④ 公衆安全対策に係る提案 

⑤ 周辺環境に係る提案 

⑥ 仮設工法に係る提案 

⑦ その他当該工事で提案を求めるにふさわしい提案 

1)簡易な施工計画（課題1項目ごとに５点満点×２項目：最大１０点） 

評価内容 評価基準 配点 

（令和８年度 改正なし） 
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理解度等 
現場条件や工事内容等を踏まえた重要な項目が適切に記載されている。 ２．０ 

現場条件や工事内容等を踏まえた一般的な項目が適切に記載されている。 １．０ 

効果等 

提案内容に独自の工夫が見られ，提案の実施により優れた効果が期待される。 ３．０ 

提案内容に工夫が見られ，提案の実施によりやや優れたな効果が期待される。 ２．０ 

課題を理解した対応であり，提案の実施により一般的な効果が期待される。 １．０ 

＊各課題に対して上記の評価内容（理解度等，効果等）で評価し配点する。 

※１ 各課題に対する提案数は５提案までとし，１提案の字数は200字以内とする。また，参考資

料として１課題につきＡ４縦１枚までの提出を認める。 

※２ 評価については，現場条件等を踏まえた項目の記載がない，課題を理解していない，提案に

工夫がみられず効果が期待できない等の提案の評価点は０点とする。 

 また，工法自体の変更，基本仕様や性能等の変更を伴うものは評価しない。 

※３ 記載内容が不適切である（関係法令に抵触する，施工条件や現場条件を逸脱した記載がある

等）と判断された場合は欠格と見なし，技術評価点を計算せず，入札無効とする。 

※４ 字数制限を超える記述部分や会社名，入札参加者を特定できると判断される記述部分，及び

文字以外の記載箇所は，削除する場合がある。 

  
様式５ 

簡 易 な 施 工 計 画 書 

工 事 名：                  
工事箇所：                  

 

課 

題 

技術資料作成要領で求められた課題内容を記載 評価 適用 

提
案
１ 

※１課題について提案数は５提案までとし、１提案の字数は２００字以内とする。 

※様式は変更しないこと。また、参考資料として１課題につきＡ４用紙１枚までの

提出を認めるものとする。 

※記述は「・・・・のため・・・・を行う。」などと簡潔に記述する。 

  

提
案
２ 

 

  

提
案
３ 

 

  

提
案
４ 

 

  

提
案
５ 
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（２） 企業の施工能力 

1)工事成績（最大４点） 

評価内容 評価基準 

小松市の過去３年間の

工事成績評定点の平均

点 

小松市発注工事の過去３年度間の工事成績評定点の平均点を基に算出する。

評価点＝4 点×(工事成績点－６５）／１５ 

＊係数の１５は（８０点－６５点）より算出したもの 

※１ 評価点の端数処理は，小数第２位を四捨五入し小数第１位とする。 

※２ 工事成績点は，小松市発注工事で工種区分に関係なく入札執行日の属する年度の前年度から 

起算して過去３年度間に完成検査に合格した請負金額500万円以上の工事の成績評定点を単

純平均して算出する。 

※３ 工事成績点が８０点以上の場合は８０点とする。また，工事成績点が６５点未満の場合の評 

価点はマイナスとなる。 

※４ 入札執行日の属する年度の前年度から起算して過去３年度間に小松市での受注工事の実績 

がない場合の評価点は０点とする。 

2)実績（最大２．５点）  

評価内容 評価基準 

過去15年間の企業の施工実績 

県内の過去 15 年間の同種工事における工事成績評定点を基に算出する。 

評定点≦80 点 評価点＝2.0×（工事評定点-65）/15 

評定点＞80 点 評価点＝2.0＋（工事評定点-80）/10 

※１ 評価点の端数処理は，小数第２位を四捨五入し小数第１位とする。 

※２ 対象期間は入札執行日の属する年度の前年度から起算して過去15年度間とする。 

※３ 同種工事とは技術資料作成要領に記載された工事をいう。また，県内の施工実績は，国（下

水道事業団、国立大学法人を含む），石川県，小松市の発注した工事に限るものとする。 
※４ 工事成績点が８５点以上の場合は８５点とし，実績がない場合の評価点は０点とする。 

※５ 工事請負契約書及び工事成績評定通知書の写しで確認する。 

3)法令遵守（最大－２点：減点のみ） 

評価内容 評価基準 配点 

小松市発注工事等における事故、

契約違反及び不誠実な行為の有

無 

文書注意あり（年２回以上の場合は指名停止と同等とする） －１．０ 

指名停止あり －２．０ 

※１ 入札参加申請書提出期限日から過去１年以内に，小松市建設工事等請負業者の指名停止に関 

する要領に基づく文書注意又は指名停止措置期間が1日でも含まれている場合とする。 

4)優良表彰（最大１点）  

評価内容 評価基準 配点 

過去２年間で公共機関からの優

良工事表彰の有無 

（当該業種に限る） 

国、石川県（知事）、小松市発注工事の表彰の実績あり １．０ 

石川県発注工事の表彰（部長表彰）の実績あり ０．７５ 

石川県発注工事の表彰（所長表彰）の実績あり ０．５ 

建設技術提案工事表彰，人材育成貢献工事表彰及び環

境共生貢献工事表彰のうち，いずれかの表彰の実績あ

り（業種を問わない） 
０．５ 
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※１ 対象は入札執行日の属する年度の前年度から起算して過去２年度間に表彰を受けた工事で，

優良工事表彰は，当該業種に限るものとする。 

※２ 入札参加申請書提出期限日から過去１年以内に公共機関の指名停止措置を受けていないこと。 

※３ 表彰がある場合は発注機関名，表彰名，工事名及び表彰年月日を記載する。 

※４ 建設技術提案工事表彰，人材育成貢献工事表彰及び環境共生貢献工事表彰を受けた工事は、

業種を問わないものとする。 

5)ＩＳＯ等認証（最大１点） 

評価内容 評価基準 配点 

ＩＳＯ等認証登録への取組状況 
「ISO9001」，「ISO14001 又はｴｺｱｸｼｮﾝ２１」の両方を取得済み １．０ 

ISO9001，ISO14001，ｴｺｱｸｼｮﾝ２１のいずれかを取得済み ０．５ 

※１ ＩＳＯ等は，入札参加申請書提出期限日において認証登録がなされているものとする。 

※２ ＩＳＯ等認登録証書（活動登録範囲及び有効期限の記載部分）の写しにより確認する。 

（３） 配置予定技術者の能力 

1)資格（最大１点） 

評価内容 評価基準 配点 

契約時に配置できる主任（監理）

技術者の保有する資格の有無 

建設業法第１５条第 2 号イまたはハに規定する当該業種の

資格（一級国家資格または同等以上の資格）を有する技術

者が配置できる場合 
１．０ 

※１ 免許，資格等及び恒常的な雇用関係の確認できる書類の写しにより確認する。 

2)実績（最大１点）  

評価内容 評価基準 

過去 15 年間の主任（監理）技

術者の施工実績 

県内の過去15 年間の同種工事における工事成績評定点を基に算出する。 

 評価点＝1 点×(工事成績点－６５）／１５ 

＊係数の１５は（８０点－６５点）より算出したもの 

※主任（監理）技術者、現場代理人を対象とする 

※１ 評価点の端数処理は，小数第２位を四捨五入し小数第１位とする。 

※２ 対象期間は入札執行日の属する年度の前年度から起算して過去15年度間とする。 

※３ 同種工事とは技術資料作成要領に記載された工事をいう。また，県内の施工実績は，国（下

水道事業団、国立大学法人を含む），県，小松市の発注した工事に限るものとする。 
※４ 工事成績点が８０点以上の場合は８０点とし，実績がない場合の評価点は０点とする。 

※５ 工事請負契約書及び工事成績評定通知書の写しで確認する。 

3)継続教育（最大０．５点） 

評価内容 評価基準 配点 

前年度の継続教育（ＣＰＤ）の取得単位 
各団体の推奨単位以上 ０．５ 

各団体の推奨単位の 1/2 以上 ０．２５ 

※ 対象とするＣＰＤ証明団体は，建設系ＣＰＤ協議会加盟団体、及び建築ＣＰＤ運営会議とする。 
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（４） 地域貢献度 

1) 地域活動（最大０．５点） 

評価内容 評価基準 配点 

過去２年間の市内におけるボランティア

活動の実績の有無 

過去２年間に継続的に２回以上の地域ボランティア

活動を実施 
０．５ 

※１ 対象期間は，入札執行日の属する年度の前年度から起算して過去２年度間とする。 

※２ 活動の地域は小松市内において実施したものを対象とする。ただし，営業所，作業現場，詰

所等の周辺清掃作業等は対象としない。 

※３ 評価の対象とする地域活動は，国，石川県及び小松市が管理する社会資本(道路，河川，公

共施設等)の維持管理に関するボランティア活動で，個人でなく企業として従業員の多数の参

加が認められるものであること。 

※４ 第三者の客観的な証明書類(協定書，感謝状，新聞記事，主催者の参加証明等)で確認できる 

ものに限る。〔自社で撮影した写真等は客観的に実績が証明される書類とは認めない。〕 

2) 災害活動（最大２点） 

※１ 小松市との防災協定締結には，小松市と防災協定がある協会等の会員を含む。 

※２ 判定士とは「被災宅地危険度判定士」「地震被災建築物応急危険度判定士」をいう。 
※３ 防災士とは「自主防災組織リーダー」をいう。 
※４ しみん救護員とは、小松市が自主防災組織のリーダー又は救急活動の模範となる者を育成 

するため、結成町内から選出され、講習修了者で市から任命を受けた者をいう。 
※５ 各項目に該当する事項を証明できる書類の写しで確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価内容 評価基準 配点 

①小松市との防災協定締結の有無 締結あり ０．５ 

②過去２年間の災害時緊急出動実績の有無 実績あり １．０ 

③判定士，防災士，しみん救護員の雇用の有無 
いずれかの雇用あり 

（２名以上：0.50，１名：0.25） 

０．５ 
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3) 除雪協力（最大１．７５点） 

※ 該当する事項を証明できる書類の写しで確認する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) 消防団活動（最大０．５点） 

※１ 小松市消防団協力事業所とは「小松市消防団協力事業所表示制度実施要綱第４条第１号」 
に該当し認定されたものをいう。 

※２ 該当する事項を証明できる書類の写しで確認する。 

5) 営業所の所在地 

 評価基準Ａ（最大２．２５点） 

評価内容 評価基準 配点 

営業所の所在地 

工事場所の町内に建設業法に基づく主たる営業所（本店）あり ２．２５ 

工事場所の小学校の校区に建設業法に基づく主たる営業所（本店）あり ２．０ 

工事場所の中学校の校区に建設業法に基づく主たる営業所（本店）あり １．５ 

小松市内に建設業法に基づく主たる営業所（本店）あり １．０ 

小松市内に建設業法に基づく契約を締結できる営業所あり ０．５ 

評価内容 評価基準 配点 

①道路除雪業務委託契約締結状況 

市管理道路の除雪業務委託契約有り ０．５ 

上記以外の市内道路（一般国道、県道）の除雪業務

委託契約有り 
０．２５ 

②工事場所と除雪業務の関係 
工事場所に市管理道路の除雪範囲（担当道路及び

道路両端より 30ｍ範囲）が含まれる 
１．０ 

評価内容 評価基準 配点 

小松市消防団協力事業所の認定の有無 認定あり ０．５ 

30m

30m

← 除雪道路 →

工事場所がこの範囲に含

まれる場合が対象となる

担当道路及び道路両端より30ｍ範囲（※） 
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 評価基準Ｂ（最大２．５点） 

評価内容 評価基準 配点 

営業所の所在地 

小松市内に代表所の建設業法に基づく主たる営業所（本店）及び 

小松市内にＪＶ構成員の建設業法に基づく主たる営業所（本店）がある 
２．５ 

小松市内に建設業法に基づく主たる営業所（本店）がある ２．０ 

小松市内に代表者の建設業法に基づく契約を締結できる営業所及び 

小松市内にＪＶ構成員の建設業法に基づく主たる営業所（本店）がある 
１．５ 

小松市内に建設業法に基づく契約を締結できる営業所がある １．０ 

小松市内にＪＶ構成員の建設業法に基づく主たる営業所（本店）がある ０．５ 

 

５ 特定共同企業体の実績等の評価 

特定共同企業体（以下「企業体」という。）の工事成績等の評価については，次のように取扱う。 

（１） 企業体の構成員が会社として入札に参加する場合 

過去の企業体で実施した工事の成績，優良工事表彰，配置予定技術者の施工実績は，出資比率にか

かわらずその企業体のすべての構成員の評価の対象とする。 

また，過去の企業体で実施した工事での法令遵守についても，該当があれば出資比率にかかわらず

その企業体のすべての構成員の評価の対象とする。 

（２） 企業体として入札に参加する場合 

技術評価点は，企業体の代表者だけの評価項目をもって評価する。ただし、営業所の所在地につい

ては、代表者及び構成員の評価項目とする。 

 

６ 企業の合併の取り扱い 

企業の合併があった場合は，合併前の企業の工事成績，優良表彰，法令遵守に関する評価を引き継ぐ

ものとする。 

７ 配置予定技術者の重複申請 

同時期に小松市発注の複数の総合評価方式工事へ，同一の配置予定技術者で参加する「重複申請」は

認めるものとする。ただし，複数の案件で同時に落札候補者となった場合は，同等の要件を満たす技術

者を配置できなければならない。（同等の技術者を配置できない場合は，落札決定前に辞退を申し出るこ

と。） 

８ 工事成績評定の減点 

技術提案が受注者の責により不履行の場合には，工事成績評定から以下の点を減点する。 

２課題とも不履行の場合は，－１０点 

１課題のみ不履行の場合は， －５点   
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（令和８年度 一部修正） 
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（令和８年度 改正なし） 
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別表２ 

総合評価方式の実施フロー 

施工実績型 

【施工提案型】 

 

 
 
 
 
 

 

  

◆年度当初に一括説明 
  パターン化、代表的な箇所のみ説明 

◆失格基準価格の算出 
◆評価値の算出（技術評価点／入札価格） 

※１ 学識経験者からの意見聴取 

落札者決定 

概ね 

7日程度 

・学識経験者意見聴取 
 ※１の意見聴取時に落札者を決定し

ようとするとき、再度の意見聴取
が必要とされた場合 

 

◆【技術提案の評価】 

◆技術評価点を集計（申請書記載どおり） 

落札候補者（評価値が最高点） 
・入札参加資格審査 
・技術資料申請内容の確認 

入 札 書 等 提 出 期 限 

開 札 ・ 落 札 保 留 

・総合評価方式の適用を決定 
・評価項目及び評価基準の設定 
・評価方法の決定 

◆総合評価方式の適用 
及び落札決定基準の決定 

小松市契約審査委員会 

入 札 公 告 

技 術 資 料 提 出 要 請 

◆数値的判断基準審査 

15日 
【20日】 

概ね21日程度 
【概ね26日程度】 

 
質問書受付 

 

質問提出期限 

 

技術資料 
提出受付 

 

質問書 
回答・閲覧 

 

入 札 参 加 申 請 受 理 通 知 

入 札 参 加 申 請 書 提 出 期 限 
技 術 資 料 提 出 期 限 

 

1日 

◆入札参加申請書と同時に技術資料のうち 
価格以外の評価点申請書を提出 
【技術提案型の場合は技術提案も提出】 

◆入札参加資格審査に係る資料及び 
技術資料申請内容の確認調書、資料の提出 

（令和８年度 改正なし） 
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別表３  

※別に定める工事 

土木（管）工事のうち以下のもの 

⓵新技術（NETIS 登録）の実施工事 

⓶橋梁、橋梁保全工事、水管橋工事 

⓷電線類地中化工事 

⓸推進工事 

⓹交通量が多い（5,000 台/日以上）土木（管）工事 

⓺鋼矢板仮設工事（家屋調査を必要とするもの） 

⓻掘削深 3.0m 以上の地下水位低下工併用工事（家屋等が隣接する箇所） 

⓼大口上水道管Φ350mm 以上の口径 

 

（令和８年度 改正なし） 


